
問

福祉医療は、県内医療機関で受診される場合、医療保険の資格が確認できるものと一緒に医療費受給者証を
提示すると、保険診療の窓口での自己負担額を助成する制度です。
この制度を受けるには、申請が必要ですので下表の受給資格に該当すると思われる方は、お早めに手続きを
してください。

★保育施設・学校でのケガなどで、スポーツ振興センターからの給付を受ける場合は学校などにご相談ください。
※有効な資格情報のお知らせ・資格確認書・マイナポータルでの資格情報の提示など保険者名、記号、番号、資
格取得日が確認できるもの
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